
【４】

な
ど
か
ら
送
付
さ
れ
る
控
除
証
明
書

を
忘
れ
ず
に
用
意
し
て
く
だ
さ
い
。

地
震
保
険
料
控
除
が
新
設

　
昨
年
の
広
報
や
ま
だ
６
月
１
日
号

で
お
知
ら
せ
し
た
と
お
り
、
損
害
保

険
料
控
除
が
見
直
さ
れ
、
地
震
保
険

料
控
除
が
新
し
く
設
け
ら
れ
ま
し
た
。

地
震
保
険
に
つ
い
て
支
払
っ
た
保
険

料
や
掛
金
の
う
ち
、
一
定
額
が
所
得

か
ら
控
除
で
き
ま
す
。
こ
れ
に
伴
い
、

短
期
損
害
保
険
料
と
長
期
損
害
保
険

料
は
控
除
の
対
象
か
ら
外
れ
ま
す
。

　
た
だ
し
、
長
期
損
害
保
険
契
約
の

う
ち
、
平
成
　
年
　
月
　
日
ま
で
に

１８

１２

３１

契
約
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

ま
で
ど
お
り
の
損
害
保
険
料
控
除
が

受
け
ら
れ
ま
す
。
保
険
会
社
な
ど
か

ら
発
行
さ
れ
る
控
除
証
明
書
を
ご
持

参
く
だ
さ
い
。

住
民
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除

　
昨
年
６
月
の
税
制
改
正
に
よ
り
、

所
得
税
が
減
額
と
な
り
ま
し
た
が
、

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
を
受
け
る
方
で
所

得
税
か
ら
控
除
し
き
れ
な
い
場
合
は
、

そ
の
分
を
住
民
税
か
ら
控
除
す
る
こ

　
も
う
す
ぐ
町
県
民

税
兼
国
民
健
康
保
険

税
と
所
得
税
の
申
告

が
始
ま
り
ま
す
。
各

種
所
得
控
除
を
受
け

よ
う
と
す
る
方
は
、

領
収
書
な
ど
の
書
類

を
準
備
し
て
お
い
て

く
だ
さ
い
。

▽
社
会
保
険
料
控
除

　
自
分
や
自
分
と
生

計
を
一
に
す
る
家
族

の
国
民
健
康
保
険
税

や
国
民
年
金
保
険
料

等
、
介
護
保
険
料
な

ど
は
、
そ
の
全
額
を

所
得
金
額
か
ら
控
除

す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
た
だ
し
、
年
金

か
ら
介
護
保
険
料
が

天
引
き
さ
れ
て
い
る

場
合
に
は
、
年
金
受

給
者
本
人
以
外
の
所

になる年金には、遺族年金や遺族恩給、障害年金など

は含みません。

◆受付日程

時　　　間場　　　　所期　日

午前９時

～午後３時

豊間根生活改善センター１月３１日

船 越 防 災 セ ン タ ー２月１日

役場町民ホール（１階）２月４日

〃２月５日

簡易申告制度のご利用簡易申告制度のご利用をを

　町では、町・県民税の申告について簡易申告制度を導

入しています。簡易申告に該当すると思われる方には、

１月中旬に申告書を送付します。

　次の日程で受け付けを行いますので、必要書類と印鑑

を持参の上、申告してください。なお、所得税を源泉徴

収されている方は簡易申告はできません。

◆該当する人　昨年１年間（平成１９年１月１日から１２月

３１日まで）の収入が次の場合です。

・給与だけの場合　給与収入の合計が９３万円以下の人

・公的年金等だけの場合

　６５歳以上…年金収入の合計が１４８万円以下の人

　６５歳未満…年金収入の合計が９８万円以下の人

・公的年金等と給与の場合　６５歳以上…年金が１２０万円

以下で給与が６５万円以下の人　６５歳未満…年金が７０

万円以下で給与が６５万円以下の人

※年齢は平成２０年１月１日現在です。税金の計算の対象

平成２０年度町・県民税

得
か
ら
は
控
除
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
国
民
年
金
保
険
料
等
に
つ

い
て
は
「
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金

保
険
料
）
控
除
証
明
書
」
の
添
付
が

必
要
と
な
り
ま
す
。　

月
上
旬
に
社

１１

会
保
険
庁
か
ら
送
付
さ
れ
た
証
明
書

と
、
国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
た
際

の
領
収
書
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。
ま

た
、
１
月
中
旬
に
「
国
民
健
康
保
険

税
年
間
納
付
額
の
お
知
ら
せ
」
を
お

送
り
し
ま
す
の
で
、
こ
ち
ら
も
合
わ

せ
て
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

▽
医
療
費
控
除

　
自
分
や
家
族
の
た
め
に
支
払
っ
た

医
療
費
の
金
額
の
何
割
か
を
所
得
金

額
か
ら
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

領
収
書
を
医
療
機
関
ご
と
、
人
ご
と

に
分
け
て
整
理
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
生
命
保
険
料
控
除

　
生
命
保
険
料
や
個
人
年
金
の
保
険

料
の
何
割
か
を
所
得
金
額
か
ら
控
除

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
保
険
会
社

書
類
の
準
備
は
お
済
み
で
す
か

税
の
申
告
が
始
ま
り
ま
す

※簡易申告書を郵送で提出する場合には、２月５日まで

に役場税務会計課へお送りください。

所得の無い人なども申告が必要

　昨年１年間まったく所得が無かった人や、所得が少な

く所得税や町民税・県民税がかからない人でも諮国民健

康保険税の税額の算定諮所得証明や課税証明などの交付

諮町営住宅使用料や保育料、高額医療費の負担区分など

の設定――のため簡易申告が必要です。なお、申告しな

かった場合には国民健康保険税の軽減措置を受けること

ができなくなります。

◆問い合わせ　役場税務会計課町民税担当（察８２－３１１１

内線１１２）へどうぞ。

【５】

生
活
習
慣
の
改
善
が
必
要
な
人
を
選

定
し
特
定
保
健
指
導
が
行
わ
れ
ま
す
。

　
こ
れ
ま
で
各
種
検
診
は
保
健
福
祉

課
で
実
施
し
て
き
ま
し
た
が
、
法
律

の
改
正
に
あ
わ
せ
て
４
月
か
ら
特
定

健
診
と
後
期
高
齢
者
健
診
に
つ
い
て

シリーズ：変わる医療制度④

と
が
で
き
ま
す
。

　
申
請
が
必
要
に
な
り
ま
す
の
で
、

役
場
税
務
会
計
課
へ
ご
相
談
く
だ
さ

い
。
な
お
、
確
定
申
告
す
る
方
は
申

告
の
際
に
合
わ
せ
て
申
請
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

▽
申
請
期
限
　
３
月
　
日
１７

◆
問
い
合
わ
せ
　
役
場
税
務
会
計
課

町
民
税
担
当
（
察
　－

３
１
１
１

８２

内
線
１
１
２
）
へ
ど
う
ぞ
。

　固定資産税の算出の基にな

る償却資産を所有する方は、

毎年１月１日現在の所有状況

を報告しなければなりません。

対象となる資産は会社や個人

が事業に使用する機械などで、

申告期限は１月３１日までと

なっています。昨年申告した

方には通知していますが、そ

れ以外の方でも対象の資産を

所有する方は、申告してくだ

さい。

※土地や建物、車両などは対

象外です。

◆申告先・問い合わせ　役場

税務会計課資産税担当（察

８２－３１１１内線１１３）へ。

償却資産申告は
１月３１日までに

者
健
診
の
受
診
希
望
調
査
を
実
施
し

ま
す
。
保
健
委
員
を
通
じ
、
２
月
下

旬
以
降
に
調
査
票
を
配
布
し
ま
す
の

で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

◆
問
い
合
わ
せ
　
役
場
住
民
生
活
課

国
民
健
康
保
険
担
当
（
察
　－

３

８２

１
１
１
内
線
１
２
４
）
へ
ど
う
ぞ
。

　
４
月
か
ら
、
特
定
健
診
と
後
期
高

齢
者
健
診
が
始
ま
り
ま
す
。

　
同
健
診
の
検
査
項
目
は
生
活
習
慣

病
の
要
因
と
な
る
内
臓
脂
肪
型
肥
満

（
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
）
に

着
目
し
た
も
の
で
、
こ
の
結
果
か
ら

備　　　　　　　　考検　査　項　目

服薬歴、喫煙歴など問　　　　　診

身長、体重、ＢＭＩ計　　　　　測

血圧測定診　　　　　察

中性脂肪、ＨＤＬコレステロー

ル、ＬＤＬコレステロール
血 中 脂 質 検 査

ＧＯＴ、ＧＰＴ、γ－ＧＴＰ肝  機  能  検  査

空腹時血糖またはＨｂＡ１ｃ血　糖　検　査

尿糖、尿蛋白尿・腎機能検査

◆健診の検査項目

特特特特特特特特特特
定定定定定定定定定定
健健健健健健健健健健
診診診診診診診診診診
・・・・・・・・・・
後後後後後後後後後後
期期期期期期期期期期
高高高高高高高高高高
齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢
者者者者者者者者者者
健健健健健健健健健健

特
定
健
診
・
後
期
高
齢
者
健
診診診診診診診診診診診

メ
タ
ボ
に
着
目
し
た
検
査
を
実
施

は
住
民
生
活
課
が
担
当
し
ま
す
。

▽
対
象
者

・
特
定
健
診
…
国
保
に
加
入
し
て

い
る
　
歳
か
ら
　
歳
の
人

４０

７４

・
後
期
高
齢
者
健
診
…
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
の
被
保
険
者

※
糖
尿
病
な
ど
の
生
活
習
慣
病
に

よ
り
医
療
機
関
で
治
療
を
受
け

て
い
る
人
や
、
服
薬
中
の
人
は

対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

▽
健
診
項
目
　
下
表
の
と
お
り

※
特
定
健
診
で
は
、
腹
囲
の
測
定

も
行
わ
れ
ま
す
。

▽
受
診
料
　
自
己
負
担
な
し

▽
実
施
時
期
　
８
月
下
旬
か
ら
９

◆各◆各種種健診の実健診の実施施担当課担当課

担当課事　　　業

保健福祉課

各種がん検診など

健康手帳

肝炎ウイルス検診

基本健診（３９歳以下）

同　上
循環器健診

　（４０歳以上）

【３月まで】

担当課事　　　業

保健福祉課

各種がん検診など

健康手帳

肝炎ウイルス検診

基本健診（３９歳以下）

住民生活課

特定健診

　（４０歳～７４歳）

後期高齢者健診

　（７５歳以上）

【４月から】

月
中
旬
（
年
１
回
）

※
国
保
加
入
者
以
外
の
人
は
、
そ
れ

ぞ
れ
加
入
し
て
い
る
保
険
者
か
ら

通
知
さ
れ
ま
す
。

意
向
調
査
に
ご
協
力
を

　
町
で
は
、
特
定
健
診
・
後
期
高
齢

昨年の申告の様子


